
 

 

 
 
玉掛けとは、ワイヤーロープ等で荷物をクレーン等のフックに掛け外しする作業や

その荷を安全に移動させる作業です。建設･製造現場では、各種クレーン等を利用し

て吊り上げ作業が当たり前のようになってきました。これらの作業はクレーン運転免

許（あるいは技能講習や特別教育）が必要ですが、ワイヤーロープ等で荷物をフック

に掛けたり外したりする作業には別途「玉掛け技能講習修了者」でないと業務に従事

できません。  

そこで、野田商工会議所では本年も部会活動の一環として、会員事業所（事業主・

従業員）を対象に、平成２４年の出張講習会を実施することとなりました。  

下記の受講資格をご確認のうえ、お申込みをいただきますようお願い申し上げます。 

記  

１．日 時：平成２４年７月１５日（日）・１６日（月）・２１日（土） 

           〇  学  科：１５・１６日（８ :００～１７ :００）  

           〇  実  技：２１日（８ :００～１７ :００）  

２．会回回場：野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ） ℡7121-1184 

３．受講資格：１８歳以上の者  

４．申込方法：受講料を添えて野田商工会議所までお申し込み下さい。  

       ※専用申込書でお申し込み頂く必要がありますのでご注意ください。  

５．必要事項：氏名 /本籍地 /現住所 /所属（会社）名 /写真１枚（２ .５×３ .０）  

印鑑 /受講料 /区分Aの方は修了証の写し  

６．募集人員：１０名（先着順で定員に達し次第締め切りといたします｡）  

〔当所会員優先、定員に余裕のある場合のみ非会員も受け付けます。〕  

７．受  講  料：A．１８，３００円  

７．受  講  料：B．２０，４００円  

８．申込締切：平成２４年６月２９日（金）  

９．そ  の  他：詳細は野田商工会議所までお問い合わせ下さい。  

                電話  7122-3585・FAX 7122-7185   

 

主  催：野田商工会議所  （工業部会  / 運輸交通部会  / 建設部会）  

後  援：陸上貨物運送事業労働災害防止協会千葉県支部・さわやかワークのだ  
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Ａ 

①ｸﾚｰﾝ・ﾃﾞﾘｯｸ運転士免許所持者 
②移動式ｸﾚｰﾝ運転士免許所持者 
③床上操作式ｸﾚｰﾝ運転技能講習修了者 
④揚貨装置運転士免許所持者 
⑤小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習修了者 

１ ７ 免除 １ ９ ６ １ ７ １６ｈ 

Ｂ 未経験者（区分Ａの免許・資格のない者） １ ７ ３ １ １２ ６ １ ７ １９h 


